
令和４年度「学校における働き方改革推進プラン取組状況調査」の結果 
について【データ編】 

  
 
１ 調査方法等 
（１）調査時期  
   令和４年１１月１日現在の取組状況 
（２）調査対象 
   県内の全ての市町村教育委員会及び県立学校 
   ※市町村教育委員会は、千葉市を除く５３市町村を対象 
（３）調査の実施方法 

①市町村教育委員会 
「プラン」に掲げた教育委員会の取組（別紙１参照）の達成状況をアンケートにより回答 

②県立学校 
「プラン」に掲げた学校の取組（別紙２参照）の達成状況をアンケートにより回答 

（４）取組達成の判断基準 
「学校における働き方改革推進プラン」の『教育委員会の具体的取組』２１項目と、『学校の具体的取

組』１９項目について、各取組の「取組達成の判断基準」のチェック項目が全て当てはまる場合は、取
組が達成したこととする。 

 
 
２ 取組達成の判断基準ごとの達成状況（市町村教育委員会）について 

教育委員会が推進すべき２１項目の取組のうち、令和４年度の目標値を上回った取組は、【取組５】県

と市町村の連携と、【取組７】スクラップ＆ビルドの観点から、総業務量増加に留意する、の２項目であ

った。令和３年度の働き方改革推進本部会議において、「県と市町村の連携」を今年度の重点項目に設定

しており、グループメールを活用した好事例の紹介等を行ってきた成果といえる。 
また、【取組９】月８０時間超の勤務実態把握、改善のための指導・助言、については、【取組３】に

おける達成の判断基準「管下全ての学校で、勤務時間の把握を客観的な方法で行っている」に対する回

答が１００％だったことと併せて、各市町村の取組が進みつつあるといえる。今後は、勤務時間をより

正確に把握しつつ、時間管理の負担軽減を図れるよう、各自治体と連携しながら、工夫・改善していく

ことが必要である。 
達成率が低い判断基準が多い取組は、【取組１】ＰＤＣＡサイクルの構築、【取組４】働き方改革に係

る全庁的な推進体制を構築、の２項目であった。多くの市町村教育委員会において、働き方改革に係る

計画策定・調査・検証・見直しを実施できなかったことは、今後の大きな課題であり、早急な改善が必

要といえる。 
 
 

【取組１】管下学校の業務改善に関して、ＰＤＣＡサイクル（計画策定・調査・検証・見直し）を構

築する。 ≪達成率３６％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．業務改善方針や計画（働き方改革推進プラン等）の策定をしている。（８２％） 
ｂ．管下全ての学校へ年１回以上の達成状況の調査等を行っている。（４５％） 
ｃ．教育委員会での業務改善に係る点検・評価、定期的な検証を行っている。（５４％） 

ｄ．調査の結果を踏まえた検証と見直しをしている。（４５％） 

 
ａで「策定している」と回答した４７市町村の内訳 
  ○県のプランの内容によらず、市町村独自で業務改善方針や計画を策定している。（４市町村１０％） 
  ○市町村として策定しているが、県のプランと同内容である。（１７市町村 ４５％） 
  ○市町村として策定していないが、県のプランを準用している。（２５市町村 ５８％） 

 
 
 
 
 
 



【取組２】校長の人事評価の面談等において、「業務改善」及び「意識改革」に向けた取組状況や、メ

ンタルヘルス対策の推進について、必ず評価し、適切な指導・助言をする。 

≪達成率７６％（目標値９０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．校長との目標申告の面談で、「業務改善」及び「意識改革」に向けた取組状況と、具体的成果を確認し、

評価している。（９４％） 
ｂ．校長の取組上の課題について、適切に助言している。（１００％） 
ｃ．メンタルヘルス対策の推進について、校長が各学校のストレスチェックの集団分析結果を踏まえ、具

体的対策を講じるよう、指導・助言している。（７９％） 
 
【取組３】教職員の出退勤時刻をＩＣＴの活用やタイムカードにより勤務時間を客観的に把握し、集

計するシステムを構築する。≪達成率６８％（目標値９０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．管下全ての学校で、勤務時間の把握を客観的な方法で行っている。（１００％） 
ｂ．教育委員会が、各学校の勤務状況を定期的に把握している。（８３％） 
ｃ．各学校へ具体的かつ継続的な指導を行っている。（６８％） 
 
ａで「行っている」と回答した５３市町村の内訳（複数回答可） 

○タイムカード（２２市町村 ４４％） ○ＩＣカード（１９市町村 ３８％） 
○出退勤管理専用ＰＣ（１６市町村 ３４％） 
○職員各自で記録し、管理職が現認（６市町村 １２％） 
○指紋認証 （６市町村 １２％） ○ＰＣのログ情報（使用記録）（４市町村 ８％） 
○その他（PCによる記録・分析 １市町村 ０％） 

ｂで「把握している」と回答した４５市町村の内訳 
  ○毎月把握している（３５市町村 ８０％） 
  ○その他の頻度で把握している。（１６市町村 ３６％） 

 
【取組４】働き方改革に推進に係る全庁的な体制を構築する。 

≪達成率２８％（目標値８０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．教育委員会内に働き方改革に係る委員会等を設置している。（３６％） 
ｂ．上記の委員会等で定期的に協議等を行い、取組を進めている。（３２％） 

 
ｂで「取組を進めている」と回答した１３市町村の実施回数の内訳 
  ○１～３回（１４市町村 ７７％） ○５回以上（３市町村 １８％）○未回答（なし） 
【取組５】県教育委員会と市町村教育委員会は、学校の業務改善及び教職員の意識改革の取組につい

て、連携を図り推進する。（複数回答可） 

 ≪達成率９３％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．県教育委員会の取組を踏まえて、管下の学校の業務改善及び教職員の意識改革の取組を進めている。

（９３％） 
 
ａで「進めている」と回答した４９市町村の内訳（複数回答有） 
  ○県や他市町村の事例を参考にした取組の推進（４０市町村 ８２％） 
  ○県主催の働き方改革に係る研究協議会等への職員の派遣（９市町村 １８％） 
  ○市町村教育委員会主催の研修会への県職員の派遣（１３市町村 ２７％） 

  ○研究協議会等での取組事例の発表（１０市町村 ２０％） 

  ○その他 ・市教委訪問での研修の実施 
・市内の各校の事例を参考にした取組の推進 
・市校長会・市教頭会において、業務改善及び時間外勤務の削減について助言 
・県教委作成のパンフレットや資料を活用した各学校での会議や研修の開催 
・働き方改革推進プランの策定  

 



【取組６】学校における働き方改革に向けての優れた取組等について、管下の学校や教職員に紹介す

る。≪達成率６８％（目標値８０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．働き方改革の優れた取組についての情報収集を行っている。（８７％） 

ｂ．好事例について、様々な方法を通じて、管下の学校に積極的に紹介している。（７６％） 
ｃ．好事例を参考に、各学校の業務改善に係る指導・助言を行っている。（７９％） 
ｂで「紹介している」と回答した４０市町村の内訳（複数回答有） 
  ○協議会等での事例紹介（３４市町村 ８５％） ○リーフレット（７市町村 １８％） 
  ○ホームページ（６市町村 １５％） ○校長会議（２市町村 ５％）  
 
 
【取組７】スクラップ＆ビルドの観点（または、スクラップの観点）から、総業務量が増加しないよ

う留意する。 ≪達成率８７％（目標値９０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．教育委員会が新たな業務を始めたり、管下の学校に求めたりする際には、業務の増加量を想定し、総

業務量が増加しないよう留意している。（９２％） 
ｂ．スクラップ＆ビルドの観点（または、スクラップの観点）が必要であることを管下の学校に指導して

いる。（９４％） 
 

【取組８】教育委員会が主催する研修会や会議等で、働き方改革に係る協議、情報発信、事例紹介な

どを行い、積極的に取組の推進を図る。 

 ≪達成率５５％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．教育委員会が主催する研修会等で働き方改革に係る内容を扱っている。（８５％） 
ｂ．事例発表や協議、情報交換を少なくとも年１回以上行っている。（５７％） 
 
ｂで「行っている」と回答した３１市町村の内訳 
  ○１回（１２市町村 ４０％） ○２回（８市町村 ２７％） ○３回（４市町村 １３％） 
  ○４回（１市町村 ３％）  ○６～１０回（２市町村 ７％）  

○１１回以上（２市町村 ７％） 

 
【取組９】月の時間外在校等時間が恒常的に８０時間超となっている教職員の勤務実態について把握

し、各学校長又は当該教職員に対して改善のための指導・助言をする。 

≪達成率７０％（目標値８０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．月の時間外在校等時間が恒常的に８０時間超となっている教職員の勤務実態について把握している。

（８５％） 
ｂ．労働安全衛生管理の観点から、学校長又は当該教職員に対して改善のための指導・助言をしている。

（７７％） 
 

【取組１０】教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、緊急時の教育委員会事

務局等への連絡方法を確保した上で、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等ができるような体

制を整備する。 ≪達成率４７％（目標値７０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．管下全ての学校において、体制を構築し、実際に活用している。（６８％） 
ｂ．勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等へ対応している。（６２％） 
ｃ．緊急時の教育委員会事務局等への連絡方法を明確化している。（８５％） 
ｄ．各学校を通じて対応策について保護者に周知している。（７４％） 
 
ａで「活用している」と回答した３２市町村の内訳（複数回答有） 
  ○留守番電話（２６市町村 ７２％）   ○メール（６市町村 １７％）   

○電話応答メッセージ（１市町村 ３％） ○教育委員会へ電話転送（１市町村 ３％）  
○学校用携帯電話（１市町村 ３％）   ○その他（１市町村 ３％） 



【取組１１】校務の効率化のため、ＩＣＴの積極的な活用を推進する。 

≪達成率７２％（目標値９０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．「クラウドサービス型グループウェア」を活用できる環境を整備している。（８９％） 
ｂ．「クラウドサービス型グループウェア」を活用した、連絡手段のデジタル化について、管下の学校に指

導・助言している。（７６％） 
 
【取組１２】学習指導に係る業務（授業、授業準備、課題作成、採点等）へのＩＣＴの積極的な活用

を推進する。 ≪達成率８３％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．授業に活用できる学習用ツールを整備している。（９６％） 
ｂ．学習用ツールを活用した業務改善について指導・助言している。（８５％） 
ｃ．学習用ツールの利用に係る研修で効果的な活用についての指導助言を行っている。（８９％） 
 
【取組１３】各学校における部活動の実態を確認し、活動時間や休養日等が部活動ガイドラインや学

校の活動方針に沿って順守されているか点検するとともに、必要に応じて指導・助言する。 

 ≪達成率７０％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．活動時間や休養日の設定状況や順守状況について、学校の実態を把握している。（８３％） 
ｂ．部活動ガイドライン等を順守し、部活動指導の従事時間の縮減や負担軽減につながる取組を行うこと

の意義について、継続的に学校を指導している。（９１％） 
ｃ．活動方針や年間の活動計画（活動日、休養日、参加予定大会日程等）の公表について、学校を指導し

ている。（７９％） 

 
ａで「把握している」と回答した４４市町村の内訳 
  ○所管する全ての学校が活動時間や休養日を順守している。（４１市町村 ９３％） 

  ○所管する学校のうち一部が活動時間や休養日を順守できていない。（４市町村 ９％） 

 
【取組１４】部活動の大会・行事への参加日程及び参加方法が教職員への過度な負担とならないよう、

学校へ指導・助言する。 ≪達成率５９％（目標値８５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．学校に対して、年間を通じた大会・行事等の参加計画（スケジュール）の点検（回数や日数が適正か、

過度な負担にならないか等）を促している。（８３％） 
ｂ．引率以外の業務（役員、審判等）により、過度な負担とならないように、大会の参加方法について指

導している。（６２％） 

ｃ．必要に応じた見直し（参加する大会の絞り込み、日程の調整等）について指導・助言している。 
（７２％） 

 
【取組１５】教育委員会として、緊急時の連絡方法を確保した上で、管下学校の学校閉庁日を、長期

休業期間中に年間５日以上設定する。 

≪達成率９３％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．学校閉庁日を、長期休業期間中に年間５日以上設定している。（９８％） 
ｂ．学校閉庁日を活用した休暇の積極的な取得を奨励している。（９３％） 
ｃ．閉庁日における緊急連絡について、学校を通じて各家庭に周知している。（９１％） 
 
ａで「設定している」と回答した５２市町村の内訳 
  ○年間５日（１７市町村 ３３％） 
  ○年間６日（１１市町村 ２１％） 
  ○年間７日（ ２市町村  ４％）  ○年間８日以上（２２市町村 ４２％） 

 
 
 



【取組１６】学校へ調査等を行う場合は、その必要性を十分精査するとともに、実施する場合でも、

実施方法を工夫するなどにより、学校の負担軽減を図る。  

≪達成率７２％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．調査の必要性について十分に精査している。（９１％） 
ｂ．調査の実施方法等を工夫し、学校の負担軽減を図っている。（９１％） 
ｃ．結果として学校への市町村教委独自調査件数が前年度比で減少している、又は実施方法を工夫してい

る。（７２％） 
ｂで「図っている」と回答した４８市町村の内訳（複数回答有） 
  ○様式電子化（４０市町村 ８３％）      ○公印省略、鑑文省略（３８市町村 ７９％） 
  ○簡素化等（２７市町村 ５６％）     ○ＷＥＢアンケート（２６市町村 ５４％） 

  ○対象の抽出（限定）（７市町村 １５％） ○隔年実施（０市町村 ０％） 

  ○その他（FAXによるポイントを絞った回答、必要な部分のみ調査 各０市町村） 
 
 

【取組１７】学校の各種研究会及び学校職員が参加する研修会等を整理・精選するとともに、実施す

る場合も可能な限りオンライン開催への移行を図るなど、業務改善につながる工夫をする。 

 ≪達成率２５％（目標値９０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．市町村教育委員会主催の研修会等の必要性や実施方法について、検証・精査している。（９４％） 
ｂ．オンラインでの開催を検討し、可能な限り移行している。（６０％） 
ｃ．前年度と比較して、研修会等の回数が減少している、又はオンライン開催への移行が増えている。 
（５７％） 

ｄ．管下の学校に対して、研修会等の整理・精選をするよう指導している。（５８％） 
 
ａで「検証・精査している」と回答した５０市町村の内訳（複数回答有） 
  ○日数・時間の短縮（４０市町村 ８０％） ○内容の重点化（３２市町村 ６４％） 
  ○対象者の限定（２５市町村 ５０％）   ○研修会等の統合（２３市町村 ４６％） 
  ○長期休業期間中の除外（２市町村 ４％） 

 
 

【取組１８】校長が、学校運営上の必要性や個々の教職員の働き方に応じて、勤務時間や勤務形態の

柔軟な運用ができるよう、通知等を通じて指導を徹底する。 

≪達成率４７％（目標値９０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．勤務の実態に応じた割り振り等が可能であることを周知している。（７９％） 
ｂ．具体的な運用について、指導・助言をしている。（５７％） 

 
ｂで「指導・助言をしている」と回答した３０市町村の内訳（複数回答有） 
  ○登下校時の交通安全指導（２５市町村 ８３％） 
  ○育児･介護に係る勤務（１９市町村 ６３％） 
  ○スクールバスに係る対応、学校行事への対応（１２市町村 ４０％） 
  ○朝の補習への対応（４市町村 １３％） 
  ○その他（１市町村 ３％） 

 
 

【取組１９】教職員が行う授業準備や校内掲示物の作成などの事務作業を補助するスクール・サポー

ト・スタッフ等や、教職員に代わり部活動の指導や大会の引率等を行う部活動指導員等の学校への配

置を促進する。 ≪達成率７６％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．スクール・サポート・スタッフや部活動指導員等の配置を促進している。（９２．５％） 

ｂ．学校の実態に応じた配置となるよう留意している。（９４．３％） 
ｃ．配置された人材の効果的な活用についての指導・助言を行っている。（７９．２％） 



【取組２０】登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等をはじめとして、保護者や地域、ボラ

ンティア等にお願いすることが可能な業務について精選し、外部との連携を一層強化する体制を構築

する。  ≪達成率５９％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．保護者や地域、ボランティア等にお願いすることが可能な業務の精選について、指導・助言を行って

いる。（７７％） 
ｂ．管下全ての学校が家庭・地域及び関係機関と連携している。（８３％） 

ｃ．各自治体や教育委員会が中心となって一層の強化を図っている。（６６％） 

 
【取組２１】教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域の理解が得られるよ

う、ＰＴＡ等に説明会や文書等により必要な要請を行う。 

≪達成率４２％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】 
ａ．学校における働き方改革についての保護者や地域からの理解が得られるよう、教育委員会として必要

な措置を講じている。（６２％） 
ｂ．各学校から保護者や地域に対して、説明会や文書配布等を実施する際に、必要な助言を行っている。

（６６％） 
ｃ．少なくとも年に１回以上の学校説明会等での説明・要請を行っている。（６６％） 
 
ｃで「行っている」と回答した３５市町村の内訳（複数回答有） 
  ○部活動ガイドライン徹底等について周知（２１市町村 ６０％） 
  ○勤務時間外の留守番電話について周知 （２８市町村 ８０％） 

  ○その他 音声メッセージについて周知、学校用携帯電話について周知 
学校閉庁日を広報で周知、教育委員会への電話の転送について周知 
働き方改革の趣旨を周知、教職員の勤務時間について周知 

  



３ 取組達成の判断基準ごとの達成状況（県立学校）について 

 
【取組１】校長は、経営方針・学校の重点目標・目標申告に働き方に関する視点を盛り込み、ＰＤＣ

Ａサイクル（計画策定・調査・検証・見直し）を構築する。 

≪県立学校全体の達成率９８％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．校長は、経営方針・学校の重点目標・自らの目標申告に働き方に関する視点を盛り込んでいる。 
（９６％）＜９８％＞ 

ｂ．全ての教職員に対して、その内容を周知している。（９３％）＜９５％＞ 

ｃ．保護者に対して、働き方改革への取組への理解、協力の依頼をしている。 
（８９％）＜８９％＞ 

ｄ．働き方改革に関し、年度末までに点検・評価を行っている。（実施予定も含む） 
（９５％）＜９４％＞ 

ｅ．自己評価、保護者・地域等の第三者評価で、業務改善に係る達成状況について、把握している。 
（１００％）＜１００％＞ 

ｆ．継続的に成果と課題を検証し、必要に応じて見直しを図っている。 
（９３％）＜８９％＞ 

 
【取組２】教職員は、校長が出した学校重点目標・経営方針を踏まえ、目標申告シートに働き方に関

する視点を盛り込む。 

 ≪県立学校全体の達成率８１％（目標値９０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．全ての教職員が、目標申告シートに働き方改革に関する視点を盛り込んでいる。 
（８２％）＜８３％＞ 

ｂ．校長は、教職員の出退勤時刻調査や、自校のストレスチェックの集団分析結果を踏まえ、面談等を活

用し、職員に対して具体的な指導・助言をしている。（９６％）＜８９％＞ 

 
【取組３】教職員は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校することがないように、１日当

たりの在校等時間及び週休日に業務に従事する時間を調整する。 

≪県立学校全体の達成率９１％（目標値７０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．校長は、教職員のＩＣカードの勤務時間を定期的にチェックし、月当たり正規の勤務時間を４５時間

超えて在校することがないよう、１日当たりの在校等時間を調整するよう指導している。週休日に勤務

する場合についても同様とする。（９６％）＜９７％＞ 

ｂ．校長は、副校長や教頭に業務が集中しすぎていないか、副校長や教頭が慣例的に長時間在校している

状況が続いていないか等を確認し、必要に応じて改善を図っている。 
（９７％）＜９１％＞ 

 
【取組４】校長は、働き方改革の優れた取組について情報収集し、好事例を積極的に取り入れる。 

≪県立学校全体の達成率５８％（目標値９０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．教育委員会等が発信する先進事例等について情報収集を行っている。 
（９６％）＜９１％＞ 

ｂ．好事例を積極的に取り入れ、業務の効率化を推進している。 
（９１％）＜９２％＞ 

ｃ．変形労働時間制の実施について、管理職による情報収集と制度理解を行っている。 
（８３％）＜８１％＞ 

ｄ．前年度の職員の勤務時間と、変形労働時間制実施のための前提条件を比較することができる。 
（６８％）＜５４％＞ 

【目標値に対する達成状況について】 
学校が推進すべき１９項目の取組のうち、令和３年度の目標値を上回った取組は、【取組３】月４５時

間超えないよう業務に従事する時間を調整、【取組５】スクラップ＆ビルドの観点から、総業務量増加に

留意、【取組１５】教職員は、土曜日・日曜日に連続して業務に従事しない、の３項目であった。 



【取組５】校長は、新たな業務を始める際には、スクラップ＆ビルドの観点（または、スクラップの

観点）から、総業務量が増加しないよう留意する。 

≪県立学校全体の達成率８９％（目標値９０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．新たな業務を始める際には、業務の増加量を想定し、総業務量が増加しないように留意している。 
（９６％）＜９５％＞ 

ｂ．スクラップ＆ビルドの観点（または、スクラップの観点）が必要であることを教職員に周知している。

（９３％）＜９５％＞ 
 
 

【取組６】教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、留守番電話の設置やメー

ルによる連絡対応等ができるような体制を整備する。 

≪県立学校全体の達成率７０％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．留守番電話の設置やメールによる連絡対応等ができる体制である。 
（９２％）＜７８％＞  

ｂ．緊急時の教育委員会事務局等への連絡方法が明確化されている。 
（８７％）＜８４％＞ 

ｃ．勤務時間外の問合せ等への対応策について、保護者に周知している。 
（７７％）＜７８％＞ 

 
ａで「連絡対応等できる」と回答した学校（県立高校１１１校、特支２９校）の内訳（複数回答有） 
  ○留守番電話（１０２校）＜２１校＞   ○メール（６０校）＜１３校＞ 

  ○その他 ＩＣＴに係るツールを活用、応答メッセージ、緊急時対応携帯電話 
 
 
【取組７】校長は、学校行事や会議、打合せ等を思い切って見直す。 

≪県立学校全体の達成率９７％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．校内委員会等を通じた、回数・内容の精査をしている。（９３％）＜９７％＞ 
 
ａで「精査している」と回答した学校（県立高校１１４校、特支３６校（複数回答有）） 
  ○学校行事の回数の削減（３８校）＜１８校＞   

○行事の練習回数（３０校）＜１６校＞ 
  ○準備期間の短縮（４１校）＜１５校＞      

○会議等の回数の削減（６９校）＜２６校＞ 
  ○会議等の内容の精査（１０５校）＜２７校＞    

○その他 学校の魅力検討委員会における意見交換、Teams の活用、行事の短縮実施や小規模化 
 
 

【取組８】校務の効率化のため、ＩＣＴの積極的な活用を推進する。 

≪県立学校全体の達成率８４％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．「クラウドサービス型グループウェア」を活用できる環境を整備している。 
（９１％）＜８７％＞ 

ｂ．「クラウドサービス型グループウェア」を活用した、連絡手段のデジタル化について、積極的に推進し

ている。（９１％）＜７８％＞ 
ｂで「推進している」と回答した学校（県立高校１１０校、特支２９校）の内訳（複数回答有） 
  ○児童生徒の欠席・遅刻の連絡（６５校）＜６校＞   

○児童生徒の体調管理（６５校）＜１校＞ 

  ○保護者アンケート（９９校）＜２４校＞        
○児童生徒アンケート（１１１校）＜６校＞ 

  ○手紙の配布（５５校）＜１２校＞           



○その他 職員間の連絡、職員の健康観察、教職員アンケート、参加申し込み、 
QR コード、YouTube による教材提供 

 
 

【取組９】学習指導に係る業務（授業、授業準備、課題作成、採点等）へのＩＣＴの積極的な活用を

推進する。 ≪県立学校全体の達成率６９％（目標値８０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．授業に活用できる学習用ツールを整備している。（７９％）＜９２％＞ 

ｂ．学習用ツールを活用した業務改善に取り組んでいる。（７９％）＜７０％＞ 

 
ｂで「取り組んでいる」と回答した学校（県立高校９６校、特支２６校）の内訳（複数回答有） 
  ○デジタルドリルの活用（３９校）＜１４校＞  

○採点業務の削減（３２校）＜２校＞ 

  ○学習用ツール活用による授業準備の短縮（４６校）＜１８校＞  

 ○課題等のデジタル管理（７２校）＜９校＞    
○課題の事前連絡（８４校）＜３校＞   
○一斉配布（８４校）＜３校＞          
○その他 授業動画の配信、動画コンテンツの活用、オンラインスクーリング、 

重複学級を中心とした校内遠隔教育 
 
 

【取組１０】校長は、業務上の資料・教材・指導案・週案の全てを共有フォルダで管理し、事務の効

率化を図る。≪県立学校全体の達成率９７％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．全ての教職員が活用できる校内共有フォルダを整備している。（９９％）＜９７％＞ 
ｂ．学年や分掌単位の情報共有されている。（１００％）＜１００％＞ 
ｃ．データの効率的な活用のため、保存場所を明確化している。（９６％）＜９７％＞ 
ｄ．模範的な教材や指導案を共有フォルダに保存し、共有している。 
（５１％）＜８４％＞ 

ｅ．文書・教材の整理方法等、管理職が日頃からの指導している。 
（９６％）＜９７％＞ 

 
 
【取組１１】学校に設置されている様々な委員会等については、委員会等の合同設置や構成員の統一

等、業務の適正化に向けた運用を行う。 

≪県立学校全体の達成率７５％（目標値９５％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．各委員会等が効果的・効率的に機能しているか検討している。（９４％）＜９４％＞ 
ｂ．検討を踏まえ、合同設置や構成員の統一等を図っている。（７６％）＜８４％＞ 
 
 
結果として業務量が減少し、令和２年度と比較して子供と向き合う時間や教材研究の時間等が確保できた。

（８８％）＜７６％＞ 
 
 

【取組１２】校長は、課業日において、週に１日以上の定時退勤に努める日を必ず設ける。（校務の都

合等で一斉の定時退勤が困難な場合に限り、教職員によって異なる定時退勤日を設定することは差し

支えない。） ≪県立学校全体の達成率４１％（目標値８０％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．週に１日以上の定時退勤日を設けている。（５８％）＜８９％＞ 

ｂ．管理職による職員への周知及び設定状況の確認を行っている。（６７％）＜９５％＞ 
ｃ．学校の実態に応じて、教科や学年ごとの実施等、方法を工夫し、全職員が取得できるための実態に応

じた工夫をしている。（５６％）＜８４％＞ 



【取組１３】校長は、部活動の実態を確認し、活動時間や休養日等が部活動ガイドラインや活動方針

に沿って順守されているか点検するとともに、必要に応じて改善を図る。 

≪県立学校全体の達成率 ※1 ５８％（目標値９５％）≫ 

                           （※1 特別支援学校を除く） 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．活動時間や休養日の設定や順守の状況について、校内の実態を毎月把握し、検証を行っている。 
（７９％）＜※６０％＞ 

ｂ．部活動ガイドライン等を順守することの意義について、教職員に継続的に指導するとともに、部活動

指導に従事する時間の縮減や負担軽減につながる取組を行っている。 
（９１％）＜※５７％＞ 

ｃ．活動方針や年間の活動計画（活動日、休養日、参加予定大会日程等）を公表している。 
（５７％）＜※４９％＞ 

ｄ．活動実績について部活動顧問から報告を受けている。（７９％）＜※ ５７％＞ 
※特別支援学校の取組１３～１５は、部活動がない学校で未達成となる部分があり、参考値とする。 

 
 

【取組１４】校長は、部活動の大会・行事への参加日程及び参加方法が教職員への過度な負担となら

ないよう点検するとともに、必要に応じた見直しを指導している。 

≪県立学校全体の達成率 ※1 ６５％（目標値８５％）≫ 

                          （※1 特別支援学校を除く） 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．年間を通じた大会・行事等の参加計画（スケジュール）を確認し、回数や日数が適正か、過度な負担

とならないかなどを点検している。（８９％）＜※６２％＞ 
ｂ．引率以外の業務（役員、審判等）により、過度な負担とならないように、大会の参加方法について指

導している。（８４％）＜※６２％＞ 
ｃ．点検結果を踏まえ、必要に応じた見直し（参加する大会の絞り込み、日程の調整等）を指導している。

（７２％）＜※５７％＞ 

※特別支援学校の取組１３～１５は、部活動がない学校で未達成となる部分があり、参考値とする。 

 
 

【取組１５】教職員は、週休日である土曜日・日曜日に業務に従事する場合は、必ずどちらか一方と

し、連続して業務に従事しないようにする。  

≪県立学校全体の達成率 ※1 ８３％（目標値７０％）≫ 

                          （※1 特別支援学校を除く） 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．校長は、部活動の大会等で連続して業務に従事した職員に対し、負担過多にならないよう個別の指導・

助言を行っている。（９４％）＜※５７％＞ 

ｂ．顧問の複数配置を行い、状況によって業務に従事する者の変更を指示している。 
（９６％）＜※６０％＞ 

 
※特別支援学校の取組１３～１５は、部活動がない学校で未達成となる部分があり、参考値とする。 

 

 

【取組１６】校長及び教職員は、長期休業期間中は定時退勤に努めるとともに、全職員が夏季休暇の

完全取得に努める。 

≪県立学校全体の達成率６３％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．校長は定時退勤について、職員に対する働きかけを行っている。（９６％）＜９７％＞ 

ｂ．長期休業期間は、概ね９割以上の教職員が定時退勤している。（８７％）＜９７％＞ 

ｃ．全職員が夏季休暇（６日）を完全取得している。（６１％）＜９２％＞ 
ｄ．長期休業期間に実施する会議・研修・行事等について精選し、前年度より１回以上削減している。 
（４５％）＜５９％＞ 

 



【取組１７】地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側の窓口として、副校長、教頭、主幹教諭

等を地域連携担当と校務分掌上に位置付けるとともに、必要に応じて複数の担当を置くなど、業務負

担が集中しないよう留意する。  

≪県立学校全体の達成率９６％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．副校長、教頭、主幹教諭等を地域連携担当として校務分掌上に位置付けている。 
（１００％）＜１００％＞ 

ｂ．校長は、業務負担が集中しないよう業務の状況を把握し、必要に応じて複数の担当を置くなど、業務

負担が集中しないよう留意している。（９０％）＜９７％＞ 
 
 

【取組１８】校長は、登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等をはじめとして、保護者や地

域、ボランティアにお願いすることが可能な業務について、学校・家庭・地域及び関係機関との連携

を一層強化する体制を構築する。  

≪県立学校全体の達成率５９％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．家庭・地域及び関係機関と連携した取組ができるような組織体制を構築している。 
（６３％）＜４６％＞ 

 
ａで「構築している」と回答した学校（県立高校７６校、特支１７校）の内訳（複数回答有） 
  ○スクールガード（４校）＜１校＞   ○スクールバス対応（０校）＜５校＞ 

  ○放課後パトロール（３９校）＜０校＞   
○その他 緊急時の対応、学校安全点検、清掃活動、行事等への協力、環境美化・花植、 

感染症対策（エプロンの作成）、図書ボランティア（点字等）、隣接している病院との連携 
 
 

【取組１９】校長は、教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域住民等に適

切に説明を行う。  

≪県立学校全体の達成率７４％（目標値１００％）≫ 

【判断基準ごとの達成状況】（ ）･･･県立高校、＜ ＞･･･特支学校 
ａ．少なくとも年１回以上、保護者や地域に対して学校における働き方改革の取組（時間外の留守番電話

対応、部活動ガイドラインの徹底等）を周知している。（８７％）＜９２％＞ 
ｂ．効果的に周知していくための方法を工夫している。（７９％）＜７３％＞ 

 
ｂで「工夫している」と回答した学校（県立高校９６校、特支２７校）の内訳（複数回答有） 
  ○学校説明会（２５校）＜９校＞  ○ホームページ活用（５８校）＜１０校＞ 
  ○文書配布（６１校）＜９校＞    

○その他 開かれた学校づくり委員会、ミニ集会、同窓会 等 
 
  



４ 分析：「プラン」の取組状況を昨年度の達成率と今年度の目標値で比較する。 

 
（１） 市町村教育委員会 
 

 
【取組５】「県教育委員会と市町村教育委員会は、学校の業務改善及び教職員の意識改革の取組につい

て」や、【取組７】「スクラップ＆ビルドの観点から、総業務量の縮減」、【取組１５】「教育委員会として、

管下学校の学校閉庁日を、長期休業期間中に年間５日以上設定する。」など、指導が行き届き、定着してき

ていることがうかがえる。 

取組において【取組１】ＰＤＣＡサイクルの構築や【取組４】全庁的な推進体制を構築、【取組１７】研

修会の精選など、教育委員会自らが積極的に発信していく項目について、成果として 表れていないか 

衰退している様子がある。働き方改革を積極的に推進していく部署や協議・検討する機関の構築が必要で

あろうかと推測される。 

 

 
 
 
 

令和４年度
目標値

令和４年度
達成率

令和３年度
達成率

増減

取組１ 管下学校の業務改善に関して、ＰＤＣＡサイクル（計画策定・調査・検証・見直し）を構築する。 95% 36% 23% 13

取組２
校長の人事評価の面談等において、「業務改善」及び「意識改革」に向けた取組状況や、
メンタルヘルス対策の推進について、必ず評価し、適切な指導・助言をする。 90% 76% 66% 10

取組３
教職員の出退勤時刻をＩＣＴの活用やタイムカードにより勤務時間を客観的に把握し、
集計するシステムを構築する。 90% 68% 59% 9

取組４ 働き方改革に係る全庁的な推進体制を構築する。 80% 28% 19% 9

取組５
県教育委員会と市町村教育委員会は、学校の業務改善及び教職員の意識改革の取組について、
連携を図り推進する。 95% 93% 96% ー３

取組６ 学校における働き方改革に向けての優れた取組等について、管下の学校や教職員に紹介する。 80% 68% 53% 15

取組７ スクラップ＆ビルドの観点から、総業務量が増加しないよう留意する。 90% 87% 81% 6

取組８
教育委員会が主催する研修会や会議等で、働き方改革に係る協議、情報発信、事例紹介などを行い、
積極的に取組の推進を図る。 100% 55% 47% 8

取組９
月の時間外在校等時間が恒常的に８０時間超となっている教職員の勤務実態について把握し、
各学校長又は当該教職員に対して改善のための指導・助言をする。 80% 70% 70%

取組１０
教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、緊急時の教育委員会事務局等への
連絡方法を確保した上で、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等ができるような体制を整備する。 70% 47% 47%

取組１１ 校務の効率化のため、ＩＣＴの積極的な活用を推進する。 90% 72% 55% 17

取組１２ 学習指導に係る業務（授業、授業準備、課題作成、採点等）へのＩＣＴの積極的な活用を推進する。 95% 83% 77% 6

取組１３
各学校における部活動の実態を確認し、活動時間や休養日等が部活動ガイドラインや学校の
活動方針に沿って順守されているか点検するとともに、必要に応じて指導・助言する。 95% 70% 64% 6

取組１４
部活動の大会・行事への参加日程及び参加方法が教職員への過度な負担とならないよう、
学校へ指導・助言する。 85% 59% 49% 10

取組１５
教育委員会として、緊急時の連絡方法を確保した上で、管下学校の学校閉庁日を、長期休業
期間中に年間５日以上設定する。 95% 93% 85% 8

取組１６
学校へ調査等を行う場合は、その必要性を十分精査するとともに、実施する場合でも、
実施方法を工夫するなどにより、学校の負担軽減を図る。 100% 72% 70% 2

取組１７
学校の各種研究会及び学校職員が参加する研修会等を整理・精選するとともに、実施する
場合も可能な限りオンライン開催への移行を図るなど、業務改善につながる工夫をする。 90% 25% 32% ー７

取組１８
校長が、学校運営上の必要性や個々の教職員の働き方に応じて、勤務時間や勤務形態の柔軟な
運用ができるよう、通知等を通じて指導を徹底する。 90% 47% 47%

取組１９
教職員が行う授業準備や校内掲示物の作成などの事務作業を補助するスクール・サポート・スタッフ
等や、教職員に代わり部活動の指導や大会の引率等を行う部活動指導員等の学校への配置を促進する。 100% 76% 70% 6

取組２０
登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等をはじめとして、保護者や地域、ボランティア等に
お願いすることが可能な業務について精選し、外部との連携を一層強化する体制を構築する。 95% 59% 51% 8

取組２１
教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域の理解が得られるよう、
ＰＴＡ等に説明会や文書等により必要な要請を行う。 95% 42% 40% 2
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（２） 県立学校全体 
 

 
 
【取組１】校長がＰＣＤＡサイクルを構築するなど、学校の働き方改革について真摯に取り組んでいる。

その取組により【取組３】「月４５時間超えないよう、業務に従事する時間を調整」、【取組７】～【取組１０】

などの業務改善については、取組による成果を上げている。この結果が出退勤時刻実態調査の結果に表れた

ものとうかがえる。【取組１７】の職員との連携によって負担軽減を図ることについても、管理職と職員との

間で良好に推進されているとうかがえる。 
しかしながら【取組１２】【取組１８】については、改善傾向にはあるものの、依然低い達成率である。職

員一人ひとりの意識による項目でもあり、職員の意識改革が課題である。 
 全体的に学校は、管理職が中心となって働き方改革に積極的に取組んでいる様子がうかがえる。保護者

や外部団体への理解と協力について、県または各市町村教育委員会が協力し、働き方改革を推進していき

たいと考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年度
目標値

令和４年度
達成率

令和３年度
達成率

増減

取組１
校長は、経営方針・学校の重点目標・目標申告に働き方に関する視点を盛り込み、ＰＤＣＡサイクル
（計画策定・調査・検証・見直し）を構築する。 100% 98% 75% 23

取組２ 教職員は、校長が出した学校重点目標・経営方針を踏まえ、目標申告シートに働き方に関する視点を盛り込む。 90% 81% 79% 2

取組３
教職員は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校することがないように、１日当たりの在校等時間
及び週休日に業務に従事する時間を調整する。 70% 91% 93% ー２

取組４ 校長は、働き方改革の優れた取組について情報収集し、好事例を積極的に取り入れる。 90% 58% 70% ー１２

取組５
校長は、新たな業務を始める際には、スクラップ＆ビルドの観点（又はスクラップの観点）から、総業務量が
増加しないよう留意する。 90% 89% 93% ー４

取組６
教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等が
できるような体制を整備する。 95% 70% 64% 6

取組７ 校長は、学校行事や会議、打合せ等を思い切って見直す。 100% 97% 75% 22

取組８ 校務の効率化のため、ＩＣＴの積極的な活用を推進する。 95% 84% 71% 13

取組９ 学習指導に係る業務（授業、授業準備、課題作成、採点等）へのＩＣＴの積極的な活用を推進する。 80% 69% 59% 10

取組１０ 校長は、業務上の資料・教材・指導案・週案の全てを共有フォルダで管理し、事務の効率化を図る。 100% 97% 50% 47

取組１１
学校に設置されている様々な委員会等については、委員会等の合同設置や構成員の統一等、業務の適正化に
向けた運用を行う。 95% 75% 78% ー３

取組１２
校長は、課業日において、週に１日以上の定時退勤に努める日を必ず設ける。（校務の都合等で一斉の
定時退勤が困難な場合に限り、教職員によって異なる定時退勤日を設定することは差し支えない。） 80% 41% 43% ー２

取組１３
校長は、部活動の実態を確認し、活動時間や休養日等が部活動ガイドラインや活動方針に沿って順守
されているか点検するとともに、必要に応じて改善を図る。 95% 58% 53% 5

取組１４
校長は、部活動の大会・行事への参加日程及び参加方法が教職員への過度な負担とならないよう点検
するとともに、必要に応じた見直しを指導している。 85% 65% 64% 1

取組１５
教職員は、週休日である土曜日・日曜日に業務に従事する場合は、必ずどちらか一方とし、連続して
業務に従事しないようにする。 70% 83% 87% ー４

取組１６ 校長及び教職員は、長期休業期間中は定時退勤に努めるとともに、全職員が夏季休暇の取得に努める。 100% 63% 67% ー４

取組１７
地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側の窓口として、副校長、教頭、主幹教諭等を地域連携担当と
校務分掌上に位置付けるとともに、必要に応じて複数の担当を置くなど、業務負担が集中しないよう留意する。 100% 96% 79% 17

取組１８
校長は、登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等をはじめとして、保護者や地域、ボランティアに
お願いすることが可能な業務について、学校・家庭・地域及び関係機関との連携を一層強化する体制を構築する。 95% 59% 51% 8

取組１９ 校長は、教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域住民等に適切に説明を行う。 100% 74% 73% 1
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（３） 県立高等学校 
 

 

 

特にＩＣＴ関連の業務改善について取組んでいる。また管理職による業務改善を推進する動きはあるもの

の、学校全体への改善結果や職員全体への意識改革にまだ結果が出ていないという状況が伺える。 
 県立高校の令和４年１１月の時間外在校等時間の月平均は、３６時間４３分で４５時間を超える教諭等の

割合も２９．３％と改善傾向にある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年度
目標値

令和４年度
達成率

取組１
校長は、経営方針・学校の重点目標・目標申告に働き方に関する視点を盛り込み、ＰＤＣＡサイクル
（計画策定・調査・検証・見直し）を構築する。 100% 96%

取組２ 教職員は、校長が出した学校重点目標・経営方針を踏まえ、目標申告シートに働き方に関する視点を盛り込む。 90% 86%

取組３
教職員は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校することがないように、１日当たりの在校等時間
及び週休日に業務に従事する時間を調整する。 70% 81%

取組４ 校長は、働き方改革の優れた取組について情報収集し、好事例を積極的に取り入れる。 90% 72%

取組５
校長は、新たな業務を始める際には、スクラップ＆ビルドの観点（又はスクラップの観点）から、総業務量が
増加しないよう留意する。 90% 78%

取組６
教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等が
できるような体制を整備する。 95% 88%

取組７ 校長は、学校行事や会議、打合せ等を思い切って見直す。 100% 93%

取組８ 校務の効率化のため、ＩＣＴの積極的な活用を推進する。 95% 87%

取組９ 学習指導に係る業務（授業、授業準備、課題作成、採点等）へのＩＣＴの積極的な活用を推進する。 80% 79%

取組１０ 校長は、業務上の資料・教材・指導案・週案の全てを共有フォルダで管理し、事務の効率化を図る。 100% 100%

取組１１
学校に設置されている様々な委員会等については、委員会等の合同設置や構成員の統一等、業務の適正化に
向けた運用を行う。 95% 69%

取組１２
校長は、課業日において、週に１日以上の定時退勤に努める日を必ず設ける。（校務の都合等で一斉の
定時退勤が困難な場合に限り、教職員によって異なる定時退勤日を設定することは差し支えない。） 80% 38%

取組１３
校長は、部活動の実態を確認し、活動時間や休養日等が部活動ガイドラインや活動方針に沿って順守
されているか点検するとともに、必要に応じて改善を図る。 95% 31%

取組１４
校長は、部活動の大会・行事への参加日程及び参加方法が教職員への過度な負担とならないよう点検
するとともに、必要に応じた見直しを指導している。 85% 29%

取組１５
教職員は、週休日である土曜日・日曜日に業務に従事する場合は、必ずどちらか一方とし、連続して
業務に従事しないようにする。 70% 66%

取組１６ 校長及び教職員は、長期休業期間中は定時退勤に努めるとともに、全職員が夏季休暇の取得に努める。 100% 42%

取組１７
地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側の窓口として、副校長、教頭、主幹教諭等を地域連携担当と
校務分掌上に位置付けるとともに、必要に応じて複数の担当を置くなど、業務負担が集中しないよう留意する。 100% 94%

取組１８
校長は、登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等をはじめとして、保護者や地域、ボランティアに
お願いすることが可能な業務について、学校・家庭・地域及び関係機関との連携を一層強化する体制を構築する。 95% 37%

取組１９ 校長は、教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域住民等に適切に説明を行う。 100% 63%
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（４） 県立特別支援学校 
 

 
 
 県立特別支援学校の令和４年１１月の時間外在校等時間の月平均は、２６時間１９分で４５時間を超える

教諭等の割合も１０．１％であり、例年良好な状況である。副校長・教頭の業務改善に課題がある。始業前

の生徒の送迎バスの乗降指導や、学校施設の施錠などを主に行うこと、職員数が多いため、情報処理に時間

が費やされている等、時間外在校等時間が増加してしまう傾向にある。それぞれの学校で工夫をしながら  

時間外在校等時間を減らそうとする動きは見られている。 
 
 

令和４年度
目標値

令和４年度
達成率

取組１
校長は、経営方針・学校の重点目標・目標申告に働き方に関する視点を盛り込み、ＰＤＣＡサイクル
（計画策定・調査・検証・見直し）を構築する。 100% 99%

取組２ 教職員は、校長が出した学校重点目標・経営方針を踏まえ、目標申告シートに働き方に関する視点を盛り込む。 90% 76%

取組３
教職員は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校することがないように、１日当たりの在校等時間
及び週休日に業務に従事する時間を調整する。 70% 100%

取組４ 校長は、働き方改革の優れた取組について情報収集し、好事例を積極的に取り入れる。 90% 44%

取組５
校長は、新たな業務を始める際には、スクラップ＆ビルドの観点（又はスクラップの観点）から、総業務量が
増加しないよう留意する。 90% 100%

取組６
教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等が
できるような体制を整備する。 95% 52%

取組７ 校長は、学校行事や会議、打合せ等を思い切って見直す。 100% 100%

取組８ 校務の効率化のため、ＩＣＴの積極的な活用を推進する。 95% 81%

取組９ 学習指導に係る業務（授業、授業準備、課題作成、採点等）へのＩＣＴの積極的な活用を推進する。 80% 60%

取組１０ 校長は、業務上の資料・教材・指導案・週案の全てを共有フォルダで管理し、事務の効率化を図る。 100% 94%

取組１１
学校に設置されている様々な委員会等については、委員会等の合同設置や構成員の統一等、業務の適正化に
向けた運用を行う。 95% 80%

取組１２
校長は、課業日において、週に１日以上の定時退勤に努める日を必ず設ける。（校務の都合等で一斉の
定時退勤が困難な場合に限り、教職員によって異なる定時退勤日を設定することは差し支えない。） 80% 44%

取組１３
校長は、部活動の実態を確認し、活動時間や休養日等が部活動ガイドラインや活動方針に沿って順守
されているか点検するとともに、必要に応じて改善を図る。 95% 85%

取組１４
校長は、部活動の大会・行事への参加日程及び参加方法が教職員への過度な負担とならないよう点検
するとともに、必要に応じた見直しを指導している。 85% 100%

取組１５
教職員は、週休日である土曜日・日曜日に業務に従事する場合は、必ずどちらか一方とし、連続して
業務に従事しないようにする。 70% 100%

取組１６ 校長及び教職員は、長期休業期間中は定時退勤に努めるとともに、全職員が夏季休暇の取得に努める。 100% 84%

取組１７
地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側の窓口として、副校長、教頭、主幹教諭等を地域連携担当と
校務分掌上に位置付けるとともに、必要に応じて複数の担当を置くなど、業務負担が集中しないよう留意する。 100% 97%

取組１８
校長は、登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等をはじめとして、保護者や地域、ボランティアに
お願いすることが可能な業務について、学校・家庭・地域及び関係機関との連携を一層強化する体制を構築する。 95% 81%

取組１９ 校長は、教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域住民等に適切に説明を行う。 100% 84%
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